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専門業者の空き家管理の巡回サービス（空き 

家管理代行サービス）を利用すると、料金は月 1回 

で 5000～1万円程度。年間にすると 6万～12万 

円くらいかかります（136ページ参照）。 

 空き家を維持管理するだけで年総額 20万円程度、 

10年で 200万円近くかかるとすると、「物置代わ 

り」 にするには大きな負担といえるでしょう。 

 

 

 

測量費用 

 

 



 

 

 

 

解体した場合は、登記していれば法務局に「建物滅失登記」の届出を、未登録であれば役所に 

「家屋減失届」を提出しましょう。きちんと届出をしないと、いつまでも固定資産税を払い続けるはめ 

になりかねません。 

 

 

境界標の位置がずれていたりすると、土地を売却したとしても、実際は土地の面積が減って 

しまうわけですから売却後に購入者とトラブルになりかねません。そのため、売る側もきちんと測量し 

てから売買契約を結ばなくてはいけません。 

 そこで必要になるのが「確定測量図」です。これは土地家屋調査士や測量士という有資格者が測量図 

をつくり、隣人や行政が署名・捺印します。確定測量図がなければ作成することになりますが、費用の 

目安は 60万～80万円と意外にかかります。 

 といっても、地方の地価が低い地域によっては確定測量するほうが高くつくため、確定測量せずに契 

約を結ぶこともあるようです。 

 土地売却において測量は非常に重要で、よく知らないで売却するとリスクになります。事前に仲介を 

する不動産会社に問い合わせるといいでしょう。 

 

 



 

 

 

 ただし、一般媒介は都市部の、かつ駅から近いマンションなど、人気があって売りやすい物件が適し 

ています。また、とくに地方では、「一般媒介は受け付けていない」という不動産会社が多いのが実情 

です。売れにくい物件などの場合は、不動産会社の反応を見て決めたはうがいいでしょう。 

・・・ 

あまり競争がない地方などで売却する場合や、販売価格が極端に安くなる場合も専任媒介が向いてい 

ます。なぜなら、不動産売却の仲介手数料は 3％＋6万円＋消費税（400万円以上の場合）と上限が 

決まっているので、物件価格が 1000万円の場合、手数料は約 39万円しかなく、前述の一般媒介では真 

剣に販売活動をしてくれない可能性が高いからです。 

・・・ 

どの媒介契約を結ぶにせよ、大切なのは 「この不動産会社なら信頼できる」と思えるところと契約を 

結ぶこと。「何カ月経っても物件が売れない」「しきりに不動産価格を下げましょうといわれる」などの 

場合、囲い込みの可能性があります。媒介契約を解除し、ほかの不動産会社を当たるのがおすすめです。 

 

～～～～～ 

「囲い込み」とは、自社で「両手仲介」を実現したいがために、売却依頼を受けた物件の情報を市場に公開

しない行為 

～～～～～ 

 

 

「既存住宅売買瑕疵保険」は物件の引き渡し後に、万が一、構造部分や雨水の侵入を防止する部分など 

に暇疲（欠陥）が見つかったとき、補修に必要な費用が保険金で支払われるもの。この保険に加入し、 

証明書を取得しても住宅ローンに適用されます。 

 

 

 

 

 



もし一度でも賃貸物件にすると、いざ売ろうというときにその物件は、「一般住宅」ではなく、「収益物件」

として扱われるからです。そして、この収益物件は、一般住宅に比べて売却するときの価格が低くなる傾向

にあります。 

 一般住宅が不動産価値で価格が決まるのとは異なり、収益物件は投資対象として毎年の利回りなどから価

格が算出されるからです。つまり、一般住宅として売ったときよりも、査定額が低くなるケースがほとんど

なのです。 

利回りを大きくするには、分母を小さく（査定額を下げる）することにある。 

 

 

 

アスベストの有無 

 人体に有害なアスベストを含む建材の使用は、2006年に全面的に禁止されました。それ以前に 

建てられた空き家には、アスベストが使われている可能性があります。 

 アスベストの除去は専門の業者に依頼する必要があり、費用は外壁材などに使用されている場合は 1 

m2あたり 2500円前後、柱や天井に吹き付けられている場合には、1m2あたり数万円程度が相場です。 

 解体業者には、アスベストが使われているかどうかの事前調査や発注者への説明を行う義務があるの 

で、確認してみましょう。 

 

 

30坪の空き家では、坪 3万 5000円×30坪＝105万円＋αの費用がかかります。 

 

解体業者の選び方 

解体業者探しには、インターネット検索や見積もり一括サイトが便利。ただし、ネッ 

トでの見積もり金額は、「廃材の処分費」や「付帯工事費」を価格に含めていない 

ことが多いため、参考程度にすること。安すぎる業者は、近隣への挨拶や挨などが 

飛び散らないための養生などをしないことも 

 

延べ床面積 80m2以上の建築物の解体工事を行えるのは、建設リサイクル法（建設 

工事に係る資材の再資源化等に関する法律）の届出業者のみ。届出業者かどうか 

の確認は必須 

 

マニフェスト（産業廃棄物管理票） 

「マニフェスト」とは、解体によって生じた産業廃棄物の運搬や処理が適正に行われ 

たか、最終処理までの過程を記録し、不法投棄などを防止するシステムのこと。マ 

ニフェストを作成し、解体工事完了後にコピーを受け取れるかどうか、事前に確認 

しておくこと。ひどい業者になるとマニフェストの存在を知らない場合も！ 

 

 

 



 

 

人が住んでいない、閉め切った屋内には湿気を含んだ空気が滞留し、カビの発生や腐食となって家屋を浸食 

していきます。 

空き家の劣化を防ぐための、もっとも簡単な手段は空気の入れ替えによる湿気退治です。閉め切った 

ままの雨戸と窓を開け放ち、空気の入口と出口を確保して、建物全体の換気をしましょう。空き家特有 

のカビ臭さも防げます。 

 

 

台所や洗面所、浴室やトイレなど、下水につながる管は、通常 S字型に曲がっています。これは排水 

トラップと呼ばれるもので、曲がった部分に水がたまってフタの役割をし、下水の臭いが室内に侵入す 

るのを防いでいます。 

 毎日水を使っていれば、流した水の一部がこの部分でたまった状態を保ちますが、長期間放置してい 

ると水が蒸発して「フタ」がない状態になり、下水の臭いが上ってきてしまうのです。また、水がなく 

なると下水道から虫などが侵入する可能性もありますから、定期的に水を流しましょう。 

 

 

 

 

 

 



 

空き家ビジネスは、こんなものしかない。 

 

 

 

初期投資が結構かかる。 

 

 



 

とくに、滞納についてはできるだけ早く兆候をキャッチし、適切な対応をしなければ問題は長期化します。 

 また、トラブル時の対応が遅い場合や改善が見込めない場合は、現在の入居者離れを引き起こし、入 

居率の低下につながります。経営失敗リスクを下げるためには、トラブルが発生したときに迅速に対応 

できる、信頼度の高い管理会社を選ぶことも重要です。 

 

 

 



 

相続時精算課税制度 

 

 

 



 

家族信託の最大のメリットは、相続時精算課税制度を使う必要もなく、あるいは贈与税がかかること 

もなく、親の家を売却できるという点です。 

 

現状で大きなネックとなるのは、信託契約の書類（信託契約書）の作成は、信託業務に詳しい専門家 

（司法書士など）に頼る必要があることが挙げられます。なぜなら、今のところ、あまり家族信託が普 

及していないため、ひな型がないからです。そして、その作成費用は、財産が 5000万円以下で 50万円 

程度かかります。 

 また、家族信託で信託された不動産について不動産会社によっては、手続きに時間がかかることもネ 

ックといえます。 

 

 

 

 それと同様に、親が認知症になると不動産取引にも大きな影響を及ぼすことはあまり知られていませ 

ん。自分で書類を書いたり、相手の問いかけにきちんと答えることができなくなるためです。 

 不動産取引では、通常、名義変更（登記）の手続きは司法書士が行います。その過程で、不動産の名 

義人を前にして「この不動産を売却して OKですね？」という意思確認が必ず行われます。 

 ここでしっかりと意思表示ができないと、契約は無効になるからです。認知症の症状が初期段階であ 

れば、意思表示を示せる可能性はゼロではありませんが、症状が進めば 100％不可能です。 

 

 

親の家の売却はほぼ不可能 

 では実子であれば、親の家の売却手続きはできるのでしょうか？ たとえば、認知症の親を老人ホー 

ムに入れる際は、本人の家を売って、その資金に充てるケースも少なくありません。 

 しかし、答えはNOです。さらに、認知症の父親が名義人の場合、母親が売却手続きをすることも、 

かなり難しいといわざるを得ません。その逆も、またしかりです。父親と母親の共同名義の場合も、一 

人が認知症になれば、家の売却は無理です。 

 このように親が認知柾になると、親の家はいわゆる〝凍縦″状態に陥ります。だからこそ、親が元気 

なうちに次ページからの対処が必要になるのです。 



→成年後見制度 

 

 

 


